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令和８年２月１７日 

 

第３回「令和７年１１月１８日大分市佐賀関の大規模火災 

被災者義援金」配分委員会の開催結果について（お知らせ） 

 
 
 今般の大分市佐賀関の大規模火災による被災者の方々に対し、県内外から寄せられました

義援金を配分するため、第３回「令和７年１１月１８日大分市佐賀関の大規模火災被災者義

援金」配分委員会を開催し、第３次配分について下記のとおり決定したので、お知らせしま

す。 

 

 

記 

 

 

 １ 開催日時    

  令和８年２月１７日（火） 

 

 ２ 配分委員会構成機関 

   ・大分県（福祉保健部） 

   ・日本赤十字社大分県支部 

  ・社会福祉法人大分県社会福祉協議会 

   ・社会福祉法人大分県共同募金会 

  ・大分市（子どもすこやか部） 

 

 ３ 審議結果 

   別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

  

（問い合せ先） 

  福祉保健企画課 地域福祉班  吉村、後藤 

  直通 ０９７－５０６－２６１１ 

  内線 ２７８７、２６１１ 

 



 

第３回「令和７年１１月１８日大分市佐賀関の大規模火災被災者 

義援金」配分委員会審議結果（被災者義援金の第３次配分について） 

 

 

１ 配分原資 

   大分県、日本赤十字社大分県支部、大分県共同募金会に寄せられた義援金を配分

原資とする。 

 

 

２ 義援金の受入状況 

  (1) 募集期間 １１月２０日（木） ～ 令和８年３月３１日（火） 

  (2) 受 入 額    ４８４,２２８,５２６円 （２次配分時 ２７５,４６５,１１６円 ）  

      （内訳） 

        大分県     １７４,６６６,５７１円         （ １６５,５７５,５２７円 ） 

        日本赤十字社  ２５９,３２６,３３６円         （   ６３,３０８,２４２円 ） 

        共同募金会    ５０,２３５,６１９円         （   ４６,５８１,３４７円 ） 

 

３ 配分計画 

(1) 配分対象・配分基準 

①死者・全壊：②重傷者・半壊：③一部損壊＝１０：５：１となるよう設定 
                                

区 分 
配分 

単価 

 

１次 ２次 
３次 

（今回） 

人的被害 

(１人あたり) 

死   者 500 万円 150 万円 130 万円 220 万円 

重 傷 者 250 万円 75 万円 65 万円 110 万円 

住家被害 

(１世帯あたり) 

全  壊 500 万円 150 万円 130 万円 220 万円 

半  壊 250 万円 75 万円 65 万円 110 万円 

一部損壊 50 万円 15 万円 13 万円 22 万円 

 

(2) 今回配分額（総額） ２億１,２６４万円 （４億８,２００万円） 

 

(3) 配分方法 

①県は、本配分委員会の決定を受け、大分市に配分計画を示し、すみやかに

義援金を配分 

②大分市は、本配分委員会で決定された配分計画に基づき、被災者に配分 

 

(4) 今後の予定 

義援金の受け入れ状況等に応じ配分委員会を適宜開催し、追加配分を実施 




